
１ 自殺の実態を明らかにする
２ 国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
３ 早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する
４ 心の健康づくりを進める
５ 適切な精神科医療を受けられるようにする

●うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対策の推進
うつ病以外の自殺の危険因子である統合失調症、アルコール依存症、薬物依存症等について、調査研究を推進す

るとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の整備、自助活動に対する支援等を行う。
また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者や自傷行為を繰り返す者について、救急医療機関、精神保健

福祉センター、保健所、教育機関等を含めた連携体制の構築により適切な医療機関や相談機関を利用できるよう支
援する等、精神疾患の早期発見、早期介入のための取組を推進する。

６ 社会的な取組で自殺を防ぐ

○インターネット上の自殺関連情報対策の推進
第三者に危害を及ぼすおそれの高い物質の製造方法を教示し、その製造を誘引する情報について、プロバイダ等が

契約約款に基づき削除するよう依頼するインターネット・ホットラインセンターの取組に対する支援を行う。
また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等を紹介するなどの情報等への対応の在り方について、明確

化を図る等の対策を推進する。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に基づ

く基本計画等により、青少年へのフィルタリングの普及を図るとともに、インターネットの適切な利用に関する教育及び
啓発活動の推進等を行う。

７ 自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ
８ 遺された人の苦痛を和らげる
９ 民間団体との連携を強化する

自殺を予防するための当 面 の 重 点 施 策

自殺総合対策大綱改正のポイント

１ 国における推進体制

○特異事案の発生等の通報体制を整備するとともに、関係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応する。
２ 地域における連携・協力の確保

○市町村においても自殺対策担当の部局等が設置されるよう、積極的に働きかける。

推進体制等

太字が追加部分
黒丸が厚生労働省関係



【事業概要】
都道府県・指定都市に各1ヶ所ずつ地域自殺予防情報センター（仮称）（精神保健福祉センター、保健所などに設置）を置き、

①自殺対策調整員（仮称）の配置や、連絡調整会議の開催により、関係機関のネットワークを強化し、地域の自殺対策の向上を図る。
②地域における自殺対策に関する人材を育成するための研修会を行い自殺未遂者・自殺者親族等に対して、適切な支援が提供される体制
を整備する。

【現状・課題】
「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会報告書（平成２０年３月）」では、自殺に悩む人、自殺未遂者やその家族、自殺者親族に対して、

・地域における個別のケアに当たる関係機関とのネットワークが十分でない
・地域において個別のケアに当たる関係機関における人材の育成が十分でない
といった問題が指摘されている。
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地域自殺予防情報センター（仮称）
（精神保健福祉センター・保健所等）

○連絡調整会議

○自殺対策研修会
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・各種相談窓口
・利用可能な福祉サービス

等

地域自殺予防情報センター運営事業（21年度新規事業）

専門的相談

実施主体：都道府県・指定都市
補助率：１／２

平成21年度予算額 86百万円
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